
 平成２８年 

 第４回市議会定例会 議案第４７号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

  平成２８年１２月２日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹    

 

１ 公の施設の名称および位置 

  名称 函館市亀田青少年会館 

  位置 函館市亀田本町１９番２１号 

２ 指定管理者の住所，名称および代表者の氏名 

住所 函館市中道１丁目１５番１０号 

名称 一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会 

代表者の氏名 代表理事 菅原 康徳 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 （根拠規定） 

 地方自治法第２４４条の２第６項 


